
朝日町農業委員会議事録 
 

１ 開催日時   令和５年３月３日（金）午後４時００分～午後５時３０分 

 

２ 開催場所   朝日町役場 ２階 第１会議室 

 

３ 本委員会に出席した委員（１３名） 

農業委員 

１番 住吉 一久 

２番 弓野 良子 

３番 青木 清美 

４番 清水 智也 

５番 水島 英樹 

６番 水島 正起 

７番 竹内 重之 

８番 荒尾 和彦 

９番 数家 善継 

10番 大森 憲一 

11番 赤川 慎二 

13番 大森 雅昭 

14番 水野 仁士 

 

４ 本委員会に欠席した委員（１名） 

農業委員 

12番 青木 靖浩 

 

５ 説明者   農業委員会  事務局長    竹谷 俊範 

事務局長代理  平坂 昌美 

事務局員    山﨑 康治 

 

６ 本委員会に付議された議案等の件名 

  （１）議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請の件 

（２）議案第２号  農用地利用集積計画の決定の件 

（３）議案第３号  農用地利用配分計画の決定の件 

（４）議案第４号  別段の面積の廃止の件 

（５）その他 

 

７ 会議の内容 

 

事 務 局  本日は、お忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。 

ただ今から、３月の農業委員会定例会を開会いたします。 

         それでは、はじめに、荒尾会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 



会  長  （あいさつ）       

 

会  長  それでは、これより、３月の農業委員会会議を開催いたします。 

はじめに、会議録署名委員の指名を行います。 

会議規則第１９条第２項の規定により１３番 大森 雅昭 委員、１４番 水野  

仁士 委員を指名します。 

それでは、これより、議案に移ります。 

 

   会  長  議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」を上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  皆様、お疲れ様です。 

         どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」について、ご説 

明いたします。 

 議案書は、１ページをご覧ください。 

 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地法第３条 

の規定による許可申請があったので、意見を求めます。 

 令和５年３月３日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

 今回の申請の概要ですが、許可申請件数は１件で、申請面積は３１１．００㎡です。 

 続いて、各申請についてご説明いたします。 

 １番 譲受人は朝日町横水〇○○番地、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ○○○○○ ○ 

○ ○○さん、耕作面積は自作で４，７０６．００㎡、借入で４９７，２４５．０１ 

㎡です。 

１番 譲渡人は富山市犬島七丁目○番〇号、〇〇 〇〇さん、耕作面積は自作で 

３１１．００㎡です。 

 申請農地は朝日町藤塚〇○○番、地目は畑、１筆、合計３１１．００㎡です。 

 権利の設定としては、「譲渡人の要望による」となります。 

 住吉一久委員、弓野良子委員より、意見書をいただいております。 

 ２ページをご覧ください。 

 申請地は、藤塚地内、譲受人の事務所から約３００ｍ、車で約１分圏内の距離に位 

置しております。 

 次に、許可基準についてですが、全部効率利用要件としては、現在譲受人は同集落 

内で耕作しており、申請地については、隣接地で耕作しており、取得後は、申請地と 

隣接地との間にある畦畔を取り除き、１枚のほ場として耕作される意向とのことから、 

適正に管理・耕作されるものと思われます。 

 下限面積要件についてですが、所有権移転後は、５０２，２６２．０１㎡となり、 

５０アールを超えております。 

 地域調和要件については、譲受人は同集落内で問題なく耕作していることから、周 

辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼさないものと思われます。 

 また、譲受人が法人である場合には、譲受人が農地所有適格法人の要件を満たして 

いることが要件の１つとしてありますが、本議案の譲受人については、許可申請書等 



により、法人形態要件、事業要件、議決権要件及び役員要件の全ての要件の基準を満 

たしていることを確認しております。 

         以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満 

たしていると思います。 

 議案第１号は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

   

   会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、審議したいと思いますが、当事者となる○

○委員は、しばらく退室となります。 

 

         （○○委員 退席） 

 

   会  長  それでは、住吉一久委員と弓野良子委員から意見書をいただいておりますが、弓野 

委員から意見をお願いいたします。 

 

   弓野委員  現地を確認してきましたが、以前から、柿の木が１、２本植えてある状態であり、

事務局からも説明があったとおり、取得後は、隣接地と併せて活用されるとのことで、

特段問題ないものと考えております。 

 

   会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、皆様の方からご意見及び異議はありません 

か。 

 

   会  長  申請地と隣接地の畦畔を取り除く予定とのことだが、高低差はあるのか。 

 

   事 務 局  高低差はあまりなく、１枚のほ場にする際に、支障はないものと考えられます。 

 

   会  長  その他に、ご意見及び異議はありませんか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の１番の議案につきまして申請どおり許可 

いたします。 

 それでは、○○委員の退室を解きます。 

 

 （○○委員 着席） 

 

会  長  次に、議案第２号「農用地利用集積計画の決定の件」と議案第３号「農用地利用配 

        分計画の決定の件」につきまして、関連がありますので、合わせて上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

事 務 局  それでは、３ページをご覧ください。 

         議案第２号「農用地利用集積計画の決定の件」、次のとおり、農業経営基盤強化促 

進法第１８条第１項の規定により、朝日町の定める農用地利用集積計画案の提出があ 



りましたので、その決定につき意見を求めます。   

         続いて、１１ページをご覧ください。 

         議案第３号「農用地利用配分計画の決定の件」、次のとおり、農地中間管理事業の 

推進に関する法律第１９条第３項の規定により、朝日町の定める農用地利用配分 

計画案の提出がありましたので、その決定につき意見を求めます。 

         今回の集積計画は、農地中間管理事業にかかるものとそれ以外という２部構成とな 

        っております。 

         それでは、議案の説明に移りたいと思います。 

         初めに、農地中間管理事業以外の集積計画についてご説明いたします。 

５ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は３件となり、 

田：５筆：６，０６６．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         次に、６ページをご覧ください。 

農地中間管理事業以外についての利用権設定状況の内訳です。 

         今回は、 

        ３年未満の借り手及び貸し手が、１件、２，９３４．００㎡、再設定となっておりま 

す。 

        ３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、１件、１２６．００㎡、再設定となってお

ります。 

        １０年以上の借り手及び貸し手が、１件、３，００６．００㎡、新規設定となってお

ります。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

        借り手、貸し手 計各３件、６，０６６．００㎡、相対契約となっております。 

        町外、借り手１件、３，００６．００㎡、貸し手０件、０．００㎡となり、残りの町 

        内各地区分は表のとおりとなっております。 

         続けて、農地中間管理事業にかかる集積計画についてご説明いたします。 

９ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は２６件となり、 

田：６０筆：７１，３２６．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         次に、１０ページをご覧ください。 

         こちらは、農地中間管理事業にかかる集積計画の利用権設定状況の内訳となります。 

         ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、４件、８，０１８．００㎡、うち、再 

設定を含む申請が、３件、５，７７５．００㎡となっております。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、２２件、６３，３０８．００㎡、うち、再設定 

を含む申請が、４件、６，９５９．００㎡となっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計各２６件、７１，３２６．００㎡のうち、借り手は全て公社に 

なっております。 

         町外の貸し手は、１件、４８０．００㎡となり、残りの町内各地区分は、表のとお 

りとなっております。  

         続けて配分計画についてですが、１５ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしまして、申請件数は３７件となり、 

        田：８０筆：９６，７８１．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となっております。 



         なお、今回の申請の中には、耕作者変更に係る申請として再配分が１１件含まれて 

おります。 

         次に、１６ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる配分計画の利用権設定状況の内訳となります。 

３年未満の借り手及び貸し手が、２件、２，５１９．００㎡、全て再設定となって 

おります。 

３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、１件、２，２８０．００㎡、再設定とな 

っております。 

 ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、１２件、２８，６７４．００㎡、うち、 

再設定を含む申請が、１１件、２６，４３１．００㎡となっております。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、２２件、６３，３０８．００㎡、うち、再設定 

を含む申請が、４件、６，９５９．００㎡となっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計 各３７件、９６，７８１．００㎡のうち、貸し手は全て公社 

になっております。 

         借り手は、全て町内の方で、町内各地区分は、表のとおりとなっております。 

         議案第２号及び第３号については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。  

 

   会  長  ただ今、説明のありました議案第２号及び議案第３号の議案につきまして、審議し 

        たいと思います。 

         議案第２号において○○委員が、議案第３号において○○委員及び○○委員が、当 

事者がおられますので、案件を分けて審議を行います。 

         まずは、当事者の関係する案件から審議をしたいと思います。 

         数家委員が当事者である議案第２号５ページ５番の案件について、審議したいと思 

います。 

         当事者である○○委員は、しばらく退室となります。 

          

（数家委員 退席） 

 

会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

議案第２号５ページ５番の案件について、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

         それでは、○○委員の退室を解きます。 

 

         （○○委員 着席） 

 



   会  長  次に、議案第３号１４ページ３８番から４１番までについて、審議したいと思いま 

す。 

         当事者である○○委員は、しばらく退室となります。 

          

         （○○委員 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         議案第３号１４ページ３８番から４１番までについて、ご意見及びご異議はありま 

せんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

         それでは、○○委員の退室を解きます。 

 

         （○○委員 着席） 

          

   会  長  次に、議案第３号１４ページ４２番から４５番までについて、審議したいと思いま 

す。 

         当事者である○○委員は、しばらく退室となります。 

 

         （○○委員 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         議案第３号１４ページ４２番から４５番までについて、ご意見及びご異議はありま 

せんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

         それでは、○○委員の退室を解きます。 

 

         （○○委員 着席） 

    

   会  長  それでは、ただ今の議案第２号の５番、議案第３号の第３８番から４５番まで以外 

の案件について、審議したいと思います。 

         ご意見及びご異議はありませんか。 

 



   会  長  議案第３号の再配分５番から再配分１１番までの案件について、どの耕作者からの 

変更なのか。 

 

   事 務 局  当初、○○○○○○○○○○○○が配分を受けて、耕作しておりましたが、有害鳥

獣対策に苦慮し、当該申請地の周辺で耕作していた担い手に相談し、その担い手が再

配分を受けることとなり、申請されたものです。 

 

   会  長  その他に、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

 （全員「異議なし」の発言有り） 

   

会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

 

   会  長  次に、議案第４号「別段の面積の廃止の件」を上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  それでは、議案第４号「別段の面積の廃止の件」について、ご説明いたします。 

         議案書の１７ページをご覧ください。 

 議案第４号「別段の面積の廃止の件」、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正す 

る法律の施行に伴い、次のとおり農地法第３条第２項第５号の規定により定めていた 

別段の面積を廃止するため、議決を求めます。 

 令和５年３月３日 提出 朝日町農業委員会会長 荒尾 和彦 

 

         廃止する別段の面積については、下記の表のとおり、境地区に設定されている３０ 

アールについて、令和５年３月３１日限り、廃止するものです。 

 本議案において廃止する別段の面積につきましては、農地の権利移動に係る要件の 

１つであります、下限面積要件として、改正前の農地法第３条第２項第５号において、 

５０アールと規定されておりますが、平成２１年の農地法改正により、特例措置の権 

限の主体が都道府県知事から農業委員会に権限が委譲され、地域の実情に応じて、農 

業委員会が１０アール以上５０アールの範囲内で、別段の面積を定めることができる 

規定に改正され、その規定に基づき、当農業委員会においては、境地区については、 

３０アールと定め、平成２１年１２月１５日付で公示しておりました。 

 この度、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律により、農地法第３条第 

２項第５号の規定が削除され、令和５年３月３１日をもって、下限面積要件が廃止さ 

れることとなったことに伴い、当農業委員会において公示していた別段の面積につい 

ても、併せて、令和５年３月３１日限り、廃止するものです。 

 議案第４号については、以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 



会  長  ただ今、説明のありました議案第４号の議案につきまして、ご意見はありませんか？ 

 

水島英樹委員  境地区以外の地区における面積要件については、今回のような手続きは必要ないのか。 

 

事 務 局  境地区以外の地区については、農地法第３条第２項第５号の下限面積要件が適用され

ているため、農地法の改正により、効力が生じなくなるため、農業委員会における手続

きは特段ありません。 

      なお、別段の面積の廃止手続きにつきましては、改正農地法が施行されれば、別段の

面積を設定した際の公示についても当然効力を失うこととなりますが、国から、農地の

取得予定者等から誤解を招かないように、改めて当該公示の廃止手続きを行うよう指導

があり、今回議案として上程させていただきました。 

 

会  長  その他に、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

         （意見なし） 

 

会  長  意見なしとのことですので、別段の面積については、廃止することといたします。 

 

   会  長  ご案内しておりました議案につきましては、以上ですが、１件、協議させていただ 

きたいと思います。 

 令和５年度朝日町農作業に係る参考料金表についてであります。 

 事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  令和５年度朝日町農作業に係る参考料金表について、毎年、農作業標準料金と農地 

参考賃借料を併せて、農業者等に対してチラシを作成し、配布等を行っているため、 

あらかじめ、内容について協議させていただくものです。 

 農作業標準料金等の見直しのルールといたしましては、３年に１回、見直しを行う 

こととしております。 

直近では、令和４年度に改訂を行っているため、令和５年度につきましては、改訂 

後２年目のため、令和４年度と同じ内容でチラシを作成して、配布等を行いたいと考 

えておりますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。 

  

   会  長  ただ今、説明のありました案件につきまして、ご意見はありませんか？ 

 

         （意見なし） 

 

   会  長  意見なしとのことですので、説明のありました内容で、農業委員会としてチラシ配 

布等を行うことといたします。 

 

   会  長  それでは、先月の定例会において、改正される農地法等について勉強したいとのご 

希望がありました。 



 来る３月１３日の農業委員会研修会でも話があると思いますが、先行して、「農地 

法等の改正概要について」、事務局の説明を受けたいと思います。 

 

   事 務 局  農地法等の改正概要について、事務局より説明 

         （資料に基づき説明） 

 

   会  長  予定しました議案等につきましては、以上で終了いたしました。 

         続いて、その他に移ります。 

         事務局から何かありませんか。 

    

   事 務 局  次回開催日について…４月５日（水）１６：００～ 

 

   会  長  そのほかに意見はありますか。 

 

         （意見なし） 

 

  会  長  それでは、特に意見もないようですので、以上を持ちまして３月の農業委員会定 

例会を閉会いたします。 

         みなさま、お疲れ様でした。 

 

・午後５時３０分に閉会する。 

 

この会議録は、内容が正確であることを証明するため、ここに署名押印する。 

 

 

 令和５年  月  日 

 

      朝日町農業委員会議長   荒尾 和彦 

 

 

         会議録署名委員   

 

 

         会議録署名委員   


